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            こんにちは。 

            こちらは、滋賀県 食品安全監視センターです。 
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（１）豚食肉の生食用としての提供禁止について 

 

 

      皆様もすでにご承知のことと思いますが平成 27 年 6月 2日、「食品、添加物等の規格基準の一部を 

  改正する件（平成 27 年厚生労働省告示第 289 号）が公布され、食品衛生法第 11 条第 1項の規定に基づ 

  き、食品、添加物等の規格基準に豚の食肉に関する基準が加わり、6月 12 日から牛の肝臓に加え、 

  豚の食肉を生食用として販売することが禁止となりました。 

     

     今回は、改正に至った背景として、豚肉の生食に関する食中毒の危険性についてお知らせします。 

  

 

              ～～ 豚肉を介した主な食中毒、感染症 ～～ 

 

 

   ☆E 型肝炎 

 

    ○ 人のウイルス肝炎の一種で、E型肝炎ウイルスに汚染された水や生もの、食肉などを食べる 

     ことで感染します。 

 

    ○ ウイルスは血液中に存在し、感染した人や動物の肝臓で増殖後、糞便中に排泄されます。 

       

    ○ 国内では豚、猪、鹿の生あるいは加熱不十分な肝臓、肉を食べたことにより感染したと 

     考えられる事例が発生しています。 

 

    ○ 厚生労働省等の調査研究では、出荷時期の豚（生後 6か月）の 100％が E型肝炎ウイルスに 

     感染した形跡があることが明らかになっています。 

 

    ○ E 型肝炎の症状は発熱、だるさ、黄疸などで、安静にすることでほとんどが治癒しますが、 

     妊婦や高齢者は劇症肝炎（げきしょうかんえん）という重篤な症状となるリスクが高く、特に 

     妊婦での死亡率は 15～20％といわれています。 

 

    ○ E 型肝炎ウイルスは食品中では増殖せず、十分な加熱処理で死滅します。 

     有効なワクチンはないので、ウイルスが存在する可能性のある食品は、中心部まで十分に加熱 

     して食べることが最も有効な予防策です。     

 

    



  ☆サルモネラ属菌 

 

    ○ 牛や豚、鶏などの動物の体内に存在します。 

     鶏では食肉だけでなく、卵の汚染も問題となります。 

 

    ○ 100～1000 個程度の少ない菌量で発症します（菌を「つけない」ことが重要です）。 

     

    ○ 感染後 6～48 時間で腹痛、下痢、発熱、嘔吐などの症状が現れます。 

     子供や高齢者、基礎疾患のある人では重症化することがあります。 

 

 

  ☆ カンピロバクター属菌 

 

    ○ 人を含めた動物の腸内に存在し、多くは食肉処理の過程で汚染が生じると考えられています。 

          鶏肉は高確率で汚染されていると考えられ、生あるいは加熱不十分な鶏肉によるカンピロバク 

     ター食中毒はノロウイルスに次いで多く発生していますが、豚の生レバーによる事例も報告さ 

     れています。 

 

    ○ 酸素に弱く、空気に触れると徐々に死滅します（新鮮なものほどリスクが高い）。 

     しかし、100 個程度の少ない菌量で発症するので注意が必要です。  

     

    ○ 感染後 2～7日で腹痛、下痢、嘔吐、発熱、筋肉痛などの症状が現れます。 

     重症化することはまれですが、運動神経の麻痺や呼吸困難を起こす事例も報告されています 

    （ギラン・バレー症候群）。 

 

     

  ☆ 有鉤条虫（ゆうこうじょうちゅう） 

     

    ○ 人に感染する寄生虫の一種で、豚の体内に幼虫が存在し、幼虫を持つ豚肉を人が食べることで 

     感染します。 

     

    ○ 人に感染した幼虫は腸内で成虫になります（人にはほとんど症状が現れません）。 

     

    ○ 有鉤条虫に感染した人の糞便には虫卵が排泄され、虫卵を人が直接摂取した場合には幼虫の 

     状態で体内に留まります（有鉤嚢虫症＜ゆうこうのうちゅうしょう＞）。 

     脳内で有鉤嚢虫となった場合、死亡率は 60～90％といわれています。 

    

 

  ☆ トキソプラズマ 

    

    ○ 寄生虫の一種で、トキソプラズマを保有する豚肉などを食べることで感染します。 

 

    ○ 感染してもほとんど症状は現れませんが、重篤な場合、リンパ節炎や肺炎を起こして死亡す 

     ることもあります。 

      また、妊娠初期の妊婦が初めて感染した場合、胎児に水頭症や視力障害などの症状が現れる 

     ことがあります（先天性トキソプラズマ症）。 

      

   

   いずれの病原体も、豚肉を中心部まで十分に加熱することで死滅します。 

  生、あるいは加熱不十分な状態で食べないことはもちろん、調理器具等を介した二次汚染にも注意 

  が必要です。 

 

  詳細については、厚生労働省の下記ホームページをご覧ください。 

    

  ●参考：「豚のお肉や内臓を生食するのは、やめましょう」（厚生労働省ホームページ内） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syouhisya/121004/

index.html 
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（２）平成２７年度食品自主衛生管理講習会について   

    ～ ご意見・質問を募集します ～   

 

 

   食品自主衛生管理講習会は、食品安全監視センターが所管している食品関係営業者を対象に、食 

   品等の安全性の確保に係る知識等を取得していただくために、毎年開催している講習会です。 



 

   昨年の講習会開催時に行ったアンケートでは、今後希望する講習会の内容として、 

   『従事者の衛生管理・衛生教育』 

   を希望する回答が多く寄せられたことから、今年度の講習会は、 

    

   『 従事者の教育 』 

 

   をメインテーマとして、11 月頃に講習会を開催する予定です。   

 

 

   講習会の内容である「従事者の衛生管理・教育訓練」については、講習会にご参加いただけるみ 

   な様の実情に則した内容の講習会となるように、 

    ○ 従事者の教育訓練などで聞きたい内容 

    ○ 従事者の教育訓練などで困っている事例 

   等のご意見・ご質問を募集し、可能な限り講演会の内容に反映したいと考えています。 

   

   ぜひ、みなさまからのご意見・ご質問を下記アドレスまでお寄せください。 

     ↓ 

    Email：shokuhin@pref.shiga.lg.jp  

    

   また、食品安全監視センターＨＰにも、質問様式を設けておりますのでご利用ください。 

     ↓ 

    http://cms02/cms8341/e/shoku/01anzen/center/files/kousyuukaisitumonohyou.pdf   

         

   

  ☆なお、講演会の開催案内については、詳細が決まり次第ご案内させていただきます。 
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（３） 「セーフードしが」新基準でスタート 

            ～滋賀県食品高度衛生管理認証の認証情報について～  

 

 

   平成１８年度に創設した滋賀県独自の「食品自主衛生管理認証（愛称：セーフードしが）」が、国 

  際的に認められた HACCP 手順に準拠した新認証基準による「食品高度衛生管理認証」として再スター 

    トしました。 

   この新基準に適合する下記の営業者、28 業種が平成 27 年 6月 30 日にセーフードしが施設として新 

  たに認証されました。 

 

  

  ① 施設名 ： （株）ベストーネ デリカセンター  

    所在地 ： 多賀町中川原４９１－３ 

    業 種 ： 飲食店営業、そうざい製造業 

 

  ② 施設名 ： （株）ロッテ 滋賀工場 

    所在地 ： 近江八幡市安土町西老蘇１４７－１ 

    業 種 ： 菓子製造業、アイスクリーム類製造業 

 

  ③ 施設名 ： （株）高木牧場 

    所在地 ： 近江八幡市宮内町３５ 

    業 種 ： 乳処理業 

   

  ④ 施設名 ： （株）サンアロマ 滋賀工場 

    所在地 ： 甲賀市水口町さつきが丘１７－１ 

    業 種 ： 乳製品製造業、添加物製造業 

 

  ⑤ 施設名 ： （株）トージツフーズ 栗東食品工場 

    所在地 ： 栗東市坊袋２２９ 

    業 種 ： 食品の冷凍または冷蔵業、食肉製品製造業 

 

  ⑥ 施設名 ： 一正蒲鉾（株） 関西工場  

    所在地 ： 守山市古高町８０８－３３ 

    業 種 ： 魚肉ねり製品製造業、そうざい製造業 

 

  ⑦ 施設名 ： （株）比叡ゆば本舗ゆば八 守山工場 



    所在地 ： 守山市今市町２９９ 

    業 種 ： 食品の冷凍または冷蔵業、食品製造業（ゆば） 

 

  ⑧ 施設名 ： （株）ホーマーコーポレーション 滋賀工場 

    所在地 ： 東近江市小川町１３８５ 

    業 種 ： 清涼飲料水製造業、食品製造業（シロップ） 

   

  ⑨ 施設名 ： （株）カネカサンスパイス 滋賀第１工場、滋賀第２工場、滋賀第３工場、 

           滋賀工場、滋賀第５工場 

    所在地 ： 東近江市大林町６９７ 

    業 種 ： 食用油脂製造業、添加物製造業、食品製造業（粉体、液体香辛料） 

 

  ⑩ 施設名 ： 日清食品（株） 滋賀工場、滋賀第三工場 

    所在地 ： 栗東市下鈎１４０－１ 

    業 種 ： めん類製造業 

 

  ⑪ 施設名 ： 天野エンザイム（株） 滋賀工場  

    所在地 ： 湖南市日枝町４－１９ 

    業 種 ： 添加物製造業 

 

  ⑫ 施設名 ： 日本コカ・コーラ（株） 守山工場 

    所在地 ： 守山市阿村町４９ 

    業 種 ： 添加物製造業 

 

  ⑬ 施設名 ： 昭和アルミニウム缶（株） 彦根工場 

    所在地 ： 彦根市楡町３７０ 

    業 種 ： 食品容器等製造業（金属製容器） 

    

   

  旧基準による「食品自主衛生管理認証」を受けている施設にあっては、これまでの基準をステップ 

  として、新基準による認証へ移行し、更なる衛生レベルの向上に努めていただきますようよろしく 

  お願いいたします。 

  

 「滋賀県食品高度衛生管理」認証施設は下記アドレスに掲載しています。 

   ↓ 

   http://cms02/cms8341/e/shoku/01anzen/center/230ninsyosisetu.html         
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  食品安全監視センターの所在地・連絡先  

   〒５２０－０８３４  

     滋賀県大津市御殿浜１３番４５号（衛生科学センター内）  

      ＴＥＬ ： ０７７－５３１－０２４８  

      ＦＡＸ ： ０７７－５３７－８６３３    

      Ｅmail  ： shokuhin@pref.shiga.lg.jp  

       http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/00top.html  

     

   ≪交通案内≫  

     ＪＲ石山駅北口下車 徒歩１０分  

     京阪電車石山坂本線粟津駅下車 徒歩５分  

      「晴嵐」交差点の角（ちなみに周辺は近江八景の一つ「粟津の晴嵐」です。） 
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  いよいよ、夏本番。 

  猛暑の季節となりました。 

   

  微生物の増殖にも格好の気候条件となりますので、施設の衛生管理の再点検とともに、皆様の健 

  康や体調管理にご留意いただき、食中毒注意報等の情報にも注意してお過ごしください。 
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      みなさまからのご意見・ご感想を下記アドレスまでお寄せください。 

     （皆様の送付先のアドレスが変更になった場合等もお知らせください） 

                  

              Email：shokuhin@pref.shiga.lg.jp  

                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

      また、食品衛生に関するもっと詳しい情報を知りたい方は、滋賀県ホームページ  

      の「食の安全情報」にアクセスしてください。 

                   ↓  ↓  ↓  

           http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/shoku/index.html 

 

 

       なお、『ぷちリス』バックナンバーは食品安全監視センターＨＰに掲載中です！ 

                        ↓  ↓  ↓ 

        http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/301putirisu-index.html 
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